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まちづくり用地活用事業審査委員会条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づき、まちづくり用地活用事業審査委員会（以下「審査委員会」とい 

う 。） を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、まちづくり用地（松戸市東松戸二

丁目５番１の土地をいう 。） の活用事業に関し、次に掲げる事務をつかさど

る。 

⑴ 二段階一般競争入札（買受けを希望する者から土地の利用等に関する企

画提案を求めた上で、これを審査し、当該審査を通過した者により行う一

般競争入札をいう 。） に関し、買受けを希望する者が提出した企画提案書

について、市があらかじめ設定した開発条件との適合性を審査し、その結

果を市長に報告すること。 

⑵ 契約締結後、買受人から企画提案書の記載内容に関し、重大な変更の承

認申請があった場合において、当該変更の内容について審査を実施し、市

長に対して意見を提出すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項について調査審議

すること。 

（組織） 

第３条 審査委員会は、委員５人以上９人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 

 ⑵ 本市の職員 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 



（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場

合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 審査委員会に、委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によっ

てこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（意見等の聴取） 

第８条 審査委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の専門的

知識を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか審査委員会の組織及び運営に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和３１年松戸市

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表２に次のように加える。 

まちづくり用地活用事業審査委員会委員 日額 8,5 0 0 円 



 


